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1―医療保険制度1とは 

１｜医療保険制度とは  

医療保険制度とは、皆さんが病気やケガ等で病院や診療所等の医療機関で治療を受けた場合に、その

費用の全額又は一部を保険者2が負担してくれる制度です。この制度があるために、我々が万が一の時に、

病院や診療所等で通常は安い自己負担で必要な治療を受けることができることになっています。ただし、こう

した給付を受けるためには、相互扶助の精神の下に、制度の加入者は必要な保険料を負担しなければなり

ません。 

２｜医療保険制度は大きくは 2本立てで構成されている  

日本の医療保険制度は、大きくは「被用者保険」と「地域保険」という 2 本立てて構成されています。ただし、

2 本立てとはいっても、歴史的な経緯もあり、10 の保険制度、3000 を超える保険者から構成され、多数の制

度や保険者が存在する複雑な制度となっています。 

また、「国民皆保険」ということで、国民の誰もが、いつでも、またどこでも、必要な時に必要な治療を受ける

ことができる制度となっています。 

３｜医療保険制度は、民間医療保険とは異なる特徴を有している 

医療保険制度は、社会保険の 1つを構成しています。社会保険は、民間の保険会社等が提供してい

る保険とは異なり、基本的には以下の特徴を有しています。 

①任意加入ではなく、強制加入である。 

②加入資格がある人は、その人がどのような健康状態にあっても、加入が認められる。即ち、保険

                                                
1 「医療制度・ヘルスケア早分かり」では、「医療保険制度」といった場合、特に断わりのない限り、日本における公的な医
療保険制度のことを指し、そのうちの健康保険法が定める企業の従業員等を対象にした被用者保険について、「健康保険」

と呼ぶこととしています。 
2 保険者とは、医療保険制度の運営者として、医療保険事業を自己の事業として行い、自己の計算において保険料を徴収し
て、保険給付を行い、その他事業に付随する業務を行うものをいいます。 
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者は、危険選択ができない。 

③加入者の性・年齢・健康状態等のリスクの状況に関わらずに平均保険料を適用する。 

④給付内容は画一（法定給付） 

⑤財源には、加入者の支払う保険料だけでなく、税金を財源とする公費が使用される。 

 

2―医療保険制度への加入義務はどうなっているのか 

１｜国民全員に対して加入義務がある 

「国民皆保険」ということで、生活保護の受給者などの一部を除く日本国内に住所を有する全国民、

および 1年以上の在留資格がある日本の外国人は何らかの形で公的な医療保険制度に加入することが

義務付けられています。生活保護者については、医療扶助制度から、原則として現物支給（投薬、処

置、手術、入院等の直接給付）が行われる形になっています3。 

２｜それでは国民はどの医療保険制度に加入したらよいのか 

これについては、法令に定められており、年齢・職業・扶養関係を要件にして、どの医療保険制度

が適用され、どの保険者に属するのかが決定されます。一旦、本人の選択等により、職業や扶養関係

が定まれば、本人の意思に関係なく、当該本人が加入する医療保険制度や保険者が決定されることに

なります4。 

具体的には、基本的には以下のルールに従って、本人が加入すべき医療保険制度及び保険者が決定

されます。 

１．75歳未満の被用者及びその扶養者は、その使用される事業者に適用される被用者保険に加入する。 

２．被用者保険の中で、大企業等の健康保険組合がある適用事業所に使用される者は当該健康保険組

合に加入し、公務員、私立学校教職員、船員はそれぞれに適用される共済組合又は船員保険に加入

し、それ以外の被用者は協会けんぽに加入する。 

３．75歳以上の者は、居住している都道府県広域連合の後期高齢者医療制度に加入する5。 

４．以上の各制度の対象にならない者は居住している市区町村の国民健康保険又は国民健康保険組合

の国民健康保険に加入する。 

３｜加入義務があるのは何故か 

 それでは、なぜ１－３①で述べたように、強制加入ということで、国民に対する加入義務があるの

でしょうか。 

 もちろん、「国民皆保険」制度ということで、国民の誰もが、いつでも、またどこでも、必要な時に必要

な治療を受けることができるように、無保険者がいない状況を作り出すためには、国民全員が何らかの医療

保険制度に加入することを義務付けることが望まれるということがあります。ただし、一方で、１－３で述べた

                                                
3 加入義務を課すことで、保険料負担義務が発生することになりますが、保険料負担能力のない人に対しては、例えば、生

活保護者の場合のように、保険制度の枠から外して医療扶助という別の公助の枠組みで対応したり、さらには医療保険制

度という共助の枠組みの中で保険料を減免したりすることで対応しています。 

4 ただし、被用者保険における任意継続被保険者制度及び国民健康保険組合への加入については、本人の選択権があります。 
5 後期高齢者医療広域連合が認定した 65歳以上の障害者も対象となります。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E5%BA%83%E5%9F%9F%E9%80%A3%E5%90%88
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公的な医療保険制度の特徴の②に大きく関係しています。 

 もし加入資格のある人に加入の選択権を与えてしまうと、健康状態の良くない人は加入インセンテ

ィブが高いが、健康状態が良い人は加入インセンティブが働かないという、いわゆる加入者による「逆

選択」が働く状況になってしまいます。さらには、健康状態が悪くなった時にだけ、加入するという

こともできることになってしまいます。こうしたことでは、医療保険制度を健全に運営することがで

きなくなってしまいます。 

 従って、健康状態等に関わらず全員が加入することを認めるかわりに、健康状態等に関わらず全員

に加入を義務付ける制度となっています。 

 現在健康な人もいつ何時、思わぬ事故や病気で医療機関にお世話になることも考えられます。こう

した万が一の時に備えるためにも、国民全員が何らかの医療保険制度に加入しておくことを義務付け

ておくことが大変重要なことであると考えられます。 

 なお、全ての加入対象者に加入義務を課すことで、加入に伴う選択を行う必要がなくなり、また加

入者数の増加も図られることから、スケールメリットが働き、事務コスト負担の軽減が図られるとい

うメリットも期待できることになります。 

（参考）加入義務のある保険制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3―従業員やその家族はどの医療保険制度に加入することになるのか 

ここでは、いわゆるパートやアルバイト等の非正規雇用の社員の取扱いを含めて、企業の従業員や

その家族がその就業状況等に応じて、具体的にどの医療保険制度に加入することになるのかについて

説明します。 

非正規雇用の社員等が、自分が勤める企業等の健康保険の加入義務者なのか、あるいはそうではな

くて、自らが居住する地域の地域保険に加入しなければならないのかは、大変関心の高い事柄です。 

75歳まで 75歳以降

公務員、私立学校の教職員
及びその家族

共済組合

後期高齢者医療制度

主として、大企業の会社員
及びその家族

組合健保
（組合管掌健康保険）

主として、中小企業の会社員
及びその家族

協会けんぽ
（全国健康保険協会管掌健康保険）

自営業、年金生活者、
非正規雇用者、無職の人

及びその家族
国民健康保険
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健康保険法では、健康保険の被保険者は、「適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者6」と

定められています7。その具体的内容は、以下の通りとなっています。 

１｜まずは勤めている企業等から判断される－健康保険の適用事業所か否か－ 

 まずは、自分の勤めている企業等が「適用事業所」か否かが重要になってきます。 

 適用事業所は、法律によって加入が義務付けられている「強制適用事業所」と、任意で加入する「任

意適用事業所」の 2種類があります。その具体的要件は以下の通りです。 

「強制適用事業所」とは、①国、地方公共団体または法人の事業所であって、常時従業員を使用す

るもの、②国、地方公共団体または法人でない事業所で、強制適用事業を行っている常時 5人以上の

従業員を使用するもの。強制適用事業所の従業員は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険へ

の加入が義務付けられる。 

 「強制適用事業」の範囲は、健康保険法第 3 条第 3 項第 1 号に規定8されており、逐次拡大されて

きている、現在でも、農林業、水産業、畜産業、料理飲食業、自由業等は適用対象となっていない。 

 「任意適用事業所」は、強制適用事業所とならない事業所で、厚生労働大臣の認可を受けて健康保

険の適用となる事業所のこと。従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請し

て厚生労働大臣の認可を受けることで適用事業所になることができる。この場合、従業員全員が加入

することになる。 

２｜パート等の短時間労働者等の取扱はどうなるのか 

 次に、健康保険法が定める「使用される者」の意味するところが問題になってきます。 

「使用される者」については、「常用的使用関係にある者」と解され、基本的には、通常の労働者

の 4分の 3以上、概ね週 30時間程度以上働く者が対象となっています。ただし、2016年 10月以降、

以下のような改定が行われ、その対象が拡大されてきています。 

2016 年 10 月から、被保険者数 501 人以上の企業の従業員で、1 週間（1 月間）の労働時間が同一

の事業所に使用される通常の労働者の 1週間（1月間）の所定労働時間の 4分の 3 未満であるものの

うち、①1週間の所定労働時間が 20時間以上であること、②当該事業所に継続して 1年以上使用され

ることが見込まれること、③標準報酬月額が 8 万 8000 円以上であること、④学生等でないこと、の

条件を全て満たす方は、健康保険の被保険者となることになった。 

 さらに、2017 年 4 月からは、被保険者数 500 人以下の企業の従業員でも、加入について労使合意

が取れた場合には加入対象になった。 

 このように、パートやアルバイト等の非正規雇用の社員については、その労働時間や報酬水準等に

                                                
6 退職後の任意継続被保険者制度については、別途の基礎研レターで詳しく説明します。 
7 臨時に使用される者（日々雇い入れられる者や 2月以内の期間を定めて使用される者）、季節的業務に使用される者、臨時

的事業の事業所に使用される者、後期高齢者医療の被保険者（75歳以上の者）、船員保険の被保険者等は、対象外となり

ます。 
8 製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金
案内広告業、教育研究調査業、医療保険業、通信報道業など 
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基づいて、健康保険への加入義務要件が定められています。 

３｜臨時的な雇用関係者でも健康保険に加入するケースがある 

 臨時に使用される者（日々雇い入れられる者や 2 月以内の期間を定めて使用される者）、季節的業

務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用される者は、基本的には健康保険に加入しません。た

だし、ケースによっては加入する場合もあり、具体的には以下のように取り扱われます。 

①日々雇い入れられる者について、1ヶ月を超えて引き続き使用される場合には、その時から加入 

②臨時に使用される者で、2 ヶ月以内の期間を定めて使用される者が、2 ヶ月以内の所定の期間を

超えて引き続き使用される場合には、その時から加入 

③酒造の醸造、製茶等の季節的業務に従事する者が、継続して 4ヶ月を超えて使用される場合には

当初から加入 

④博覧会等の臨時的事業の事業所に使用される者については、継続して 6ヶ月を超えて使用される

場合は当初から加入 

⑤サーカスや地方巡業を行う劇団等の各種の興行等を行う所在地が一定しない事業所に使用され

る者は、例外なく加入対象外 

４｜被保険者の被扶養者の取扱はどうなるのか 

被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ医療保険制度に加入することになります。 

ここで、「被保険者の被扶養者」とは、以下の通りです。 

① 被保険者の直系尊属、配偶者（事実婚を含む）、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被

保険者により生計を維持するもの 

②被保険者の三親等以内の親族で同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する

もの 

③被保険者の事実婚の配偶者の父母または子であって、同一の世帯に属し主としてその被保険者に

より生計を維持するもの（当該配偶者の死亡後引き継ぐ場合も含む）、のいずれかに該当するもの 

ここで、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とは、被保険者の収入により、その

人の暮らしが成り立っていることをいい、必ずしも被保険者と一緒に生活をしていなくてもよい。 

なお、75歳に達した者は、後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険法の被扶養者には

なりません。 

 

以上、医療保険制度の加入については、国民の義務として、自らが加入すべき制度を十分に認識し

ておくことが大事です。これにより、保険料の負担等の義務も発生してきますが、国民としての責務

をしっかり果たすことで、万が一の時の保障を適切に受けることができるようにしておくことが大変

重要なことです。 

 

以 上 


